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タ
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４
　
調
査
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者
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下
内
新
吾

・
吉
田
博
明

・
藤
川
智
之

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

（国
府
▼

河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
初
頭
、
六
世
紀
後
半
―

一
三
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

観
音
寺
遺
跡
の
あ
る
国
府
町
は
徳
島
市
域
の
西
縁
に
位
置
す
る
。
遺
跡
は
吉

野
川
の
一
支
流
で
あ
る
鮎
喰
川

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
沖
積
地

上
、
標
高
六
―
七
ｍ
に
立
地
す

Ｚ
ρ
。国

府
町
は
阿
波
国
府
の
推
定

地
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

動
　
一
〇
世
紀
前
半
に
成
立
し
た

―
　
『和
名
類
衆
抄
』
に
よ
っ
て
、

古
代
の
阿
波
国
府
は
名
東
郡
所

在
と
わ
か
る
こ
と

（も
と
も
と
名
方
郡
で
あ
っ
た
が
、
寛
平
八
年

〈八
九
六
〉
に
名

方
東
郡

〈名
東
郡
〉
と
名
方
西
郡

〈名
西
郡
〉
の
二
郡
に
分
割
さ
れ
た
の
で
、
国
府
は

名
東
郡
所
在
と
記
載
さ
れ
て
い
る
）、
鮎
喰
川
が
形
成
し
た
扇
状
地
左
岸
域
に
条
里

遺
構
が
広
が
り
、
そ
こ
に
国
府
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
こ
と
、
国
府
町
矢
野
に

国
分
寺
、
石
井
町
尼
寺
に
国
分
尼
寺
が
所
在
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
る

（石
井
町

尼
寺
の
一
画
の
み
が
名
西
郡
で
、
他
は
全
て
名
東
郡
に
属
し
て
い
た
）。

国
府
比
定
地
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
は
現
在
の
大
御
和
神
社
を
中
心
に
広
が

る
と
み
る
意
見
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
徳
島
市
教
育
委
員
会
に
よ
る

一
〇
次
に

わ
た
る
範
囲
確
認
調
査
に
お
い
て
も
、
国
庁
に
相
当
す
る
遺
構
は
確
認
さ
れ
ず
、

正
確
な
位
置
や
構
造
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
近
年
で
は
、
現
存
す
る
条
里
地

割
を
重
視
し
、
十
六
番
札
所
観
音
寺
を
中
心
と
す
る
案
が
新
た
に
想
定
さ
れ
て

い
る
。
国
分
僧
寺
は
調
査
地
の
南

一
・
五
血
、
国
分
尼
寺
は
西
Ｏ

・
五
血
に
位

置
し
、
古
代
阿
波
国
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
遺
構
が
こ
の
地
域
に
は
点

在
し
て
い
る
。

国
府
町
に
は
奈
良

・
平
安
時
代
の
み
な
ら
ず
、
縄
文
時
代
後
期

・
弥
生
時
代

中
期
―
古
墳
時
代
前
期
な
ど
の
大
集
落
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鮎
喰
川

流
域
は
有
数
の
青
銅
器
の
集
中
地
帯
で
も
あ
る
。
安
都
真
遺
跡
な
ど
か
ら
複
数

の
銅
鐸
が
発
見
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
名
東

・
矢
野
の
両
遺
跡
で
埋
納
状
態
の
銅

鐸
が
集
落
内
よ
り
出
土
し
て
い
る
。

観
音
寺
遺
跡
の

一
九
九
七
年
度
の
発
掘
調
査
で
は
、
溝

・
井
戸
な
ど
の
多
く

の
遺
構
と
と
も
に
大
規
模
な
自
然
流
路
が
検
出
さ
れ
た
。
多
く
の
遺
構
は
平
安



期
に
下
る
も
の
で
あ
る
が
、
流
路
内
か
ら
は
約
五
〇
点
の
木
簡
を
は
じ
め
と
す

る
多
数
の
遺
物
が
出
土
し
た
。

流
路
は
北
流
し
、
検
出
延
長
約

一
五
〇
ｍ
に
及
ぶ
。
幅
は
約
二
〇
ｍ
を
測
り
、

深
さ
は
南
で
約

一
四
〇
卿
と
浅
く
、
北
で
は
約
二
六
〇
伽
と
深
い
。
こ
れ
は
北

へ
の
傾
斜
に
よ
り
、
新
し
い
層
位
の
遺
存
状
況
が
よ
い
こ
と
に
よ
る
。
後
述
す

る
上
層
は
、
北
へ
い
く
ほ
ど
安
定
し
た
遺
存
状
況
を
示
す
。
流
路
の
機
能
し
て

い
た
年
代
は
、
六
世
紀
末
以
降
の
約
二
百
年
間
に
わ
た
る
。

堆
積
層
は
七
世
紀
中
領
を
境
に
上
下
三
層
に
大
別
さ
れ
る
。
上
層
は
シ
ル
ト

層
を
主
体
と
し
、
遺
物
は
原
位
置
を
と
ど
め
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。
木
材

加
工
時
の
削
居
を
含
む
な
ど
、
出
土
遺
物
は
全
体
に
小
型
の
も
の
が
中
心
を
し

め
る
。
ほ
と
ん
ど
の
木
簡
は
こ
の
層
に
含
ま
れ
る
。

下
層
で
は
、
砂
層
が
主
体
で
部
分
的
に
間
層
と
し
て
の
シ
ル
ト
層
が
み
ら
れ

る
。
遺
物
は
上
流
か
ら
の
移
動
を
経
て
い
る
も
の
が
多
く
、
完
形
の
土
器
や
建

築
部
材
の
よ
う
な
大
型
品
の
出
土
が
顕
著
で
あ
る
。
い

（「論
譲翌

木
簡
）
は
、

下
層
の
な
か
で
も
比
較
的
上
位
層
の
出
上
で
あ
る
。
共
伴
す
る
出
土
遺
物
の
う

ち
、
須
恵
器
は
田
辺
編
年
の
Ｔ
Ｋ
二
〇
九
式
に
並
行
し
て
お
り
、
七
世
紀
第
Ⅱ

四
半
期
ま
で
に
お
さ
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

木
簡
の
出
土
層
位
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
お
く
。
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀

前
葉
に
か
け
て
は
、
複
数
の
層
に
ま
た
が
っ
て
木
簡
の
出
土
が
み
ら
れ
る
。
郷

里
制
な
い
し
郷
制
下
の
も
の

（口
⑪
）
と

「評
」
表
記
の
も
の

（②
）
が
混
在

す
る
状
況
で
あ
り
、
出
土
層
位
と
木
簡
の
正
確
な
年
代
の
整
合
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
下
位
の
層
位
の
木
簡
の
出
土
層
序
は
安
定
し
て
お
り
、
木
簡
の
記
載

内
容
か
ら
判
断
さ
れ
る
年
代
と
の
矛
盾
は
な
い
。
①

（「己
丑
年
」
七
世
紀
第
Ⅳ

四
半
期
）
・
０

（「五
十
戸
税
」
七
世
紀
第
Ш
四
半
期
）
の
年
代
は
、
他
の
遺
物
の
年

代
観
と
比
較
し
て
も
違
和
感
な
く
理
解
で
き
る
。

遺
物
の
種
類
は
土
器

（須
恵
器
。
土
師
器
・
陶
器
・
磁
器
）、
木
製
品

（容
器
・

農
工
具
・
紡
織
具
・
服
飾
具
・
馬
具
。
木
製
祭
祀
具
・
建
築
部
材
）、
金
属
製
品

（銭

貨
・
鏡
・
農
工
旦
◇
、
自
然
遺
物

（動
物
遺
然
・
植
物
遺
体
）
な
ど
の
多
岐
に
わ
た

る
。
総
数
で
は
、
五
〇
万
点
を
超
え
る
。

木
簡
を
除
く
遺
物
で
は
、
斎
串
な
ど
の
木
製
祭
祀
具
の
出
土
状
況
が
注
目
さ

れ
る
。
七
世
紀
初
頭
以
降
の
数
段
階
に
わ
た
っ
て
、
良
好
な
出
土
状
況
が
確
認

さ
れ
た
。
七
世
紀
初
頭
の
例
で
は
、
土
師
器
の
甕
に
斎
串
十
数
本
を
東
ね
た
状

態
で
突
き
刺
し
て
廃
棄
し
て
い
た
。
七
世
紀
末
の
例
で
は
、
長
さ
や
形
態
に
よ

っ
て
数
本
ず
つ
を
東
ね
た
状
態
で
あ
り
、
数
ｍ
離
れ
た
位
置
に
は
上
顎
と
下
顎

を
分
割
し
た
馬
の
頭
骨
が
供
え
ら
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
の
例
で
も
、
端
部
の
揃

え
方
か
ら
み
て
廃
棄
時
の
位
置
関
係
を
と
ど
め
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
。
祭
祀

に
用
い
ら
れ
な
木
製
品
に
は
、
斎
串
の
他
に
人
形

。
舟
形

。
陽
物
形
な
ど
が
あ

る
。
年
代
に
よ
っ
て
組
成
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
、
現
段
階
で
は
七
世
紀

末
に
も
っ
と
も
種
類
が
豊
富
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

木
製
品
は
ど
の
層
に
も
均
等
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
、
年
代
に
よ
っ
て
偏

り
の
あ
る
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
。
前
者
と
し
て
は
斎
串
、
曲
物
、
木
錘
を
含

む
紡
織
具
が
あ
り
、
後
者
で
は
下
層
に
多
い
も
の
と
し
て
建
築
部
材
、
農
工
具
、
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が
あ
げ
ら
れ
る
。

今
回
の
調
査
成
果
は
、
阿
波
国
府
が
観
音
寺
を
中
心
と
す
る
微
高
地
に
存
在

し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
立
証
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
構
造
や
成
立
過

程
に
つ
い
て
も
重
要
な
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

国
府
の
構
造
に
つ
い
て
は
国
庁
そ
の
も
の
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

な
お
不
明
要
素
が
大
き
い
。
但
し
、
当
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
一
連
の
調
査

に
よ
っ
て
も
、
方
位
な
ど
に
基
づ
く
整
然
と
し
た
地
割
は
確
認
さ
れ
ず
、
こ
れ

ま
で
に
提
示
さ
れ
た
六
町
や
人
町
の
方
形
範
囲
内
の
街
区
プ
ラ
ン
は
再
考
を
要

す
る
も
の
と
な
っ
た
。

国
府
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
想
定
案
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
の
案
を
と
る
に
し
て
も
、
観
音
寺
遺
跡
は
阿
波
国
府
内
か
、
国
府
の
西
縁

部
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
木
簡
の
内
容
や
、
そ
の
他
の
出
土
遺
物
か
ら
み

る
と
、
観
音
寺
遺
跡
は
、
阿
波
国
府
お
よ
び
阿
波
国
の
政
務
が
と
り
行
な
わ
れ

た
国
庁
と
深
く
関
わ
る
遺
跡
と
み
て
間
違
い
な
い
。

一
方
、
流
路
内
の
年
代
は
、
国
府
成
立
期
を
遡
っ
て
六
世
紀
末
か
ら
継
続
し

て
お
り
、
空
白
期
を
お
か
な
い
。
徳
島
市
の
西
に
隣
接
す
る
名
西
郡
石
井
町
に

は
、
「栗
国
造
墓
碑
」
が
あ
り
、
名
方
郡
大
領
で
あ
る
粟
凡
直
の
名
が
み
え
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
栗
国
造
家
は
名
方
郡
内
に
本
拠
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
観

音
寺
遺
跡
で
出
土
し
た
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
膨
大
な
遺
物
は
、

国
造
家
の
邸
宅
に
伴
う
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
と
す
れ
ば
、
栗
国
造
の
本
拠

で
あ
っ
た
施
設
を
七
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
以
降
に
発
展

・
拡
張
さ
せ
て
取
り
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
国
府
が
成
立
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

観
音
寺
遺
跡
の
所
在
す
る
鮎
喰
川
の
左
岸

一
帯
は
、
鮎
喰
川
の
旧
河
道
が
幾

筋
も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
自
然
の
湧
水
が
ま
こ
と
に
豊
富
で
あ
り
、
検
出
さ

れ
た
旧
河
道
か
ら
も
絶
え
ず
水
が
湧
き
出
し
て
い
た
。
す
ぐ
東
に
隣
接
す
る
舌

洗
池
も
、
自
然
湧
水
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
池
で
あ
る
。
多
数
の
木
簡
や
斎
串
、

多
量
の
建
築
部
材
が
検
出
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
自
然
条
件
に

よ
る
所
が
大
き
い
。

今
回
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
は
、
検
討
会
を
行
な
っ
た

一
九
九
八
年
七
月

二
六
日
の
段
階
で
六
人
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
取
り
上
げ
た
木
製
品
を
水
洗

い
す
る
過
程
で
も
新
た
に
木
簡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
釈
読
が
完

了
し
て
公
表
し
た

一
四
点
に
つ
い
て
の
み
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、　
一

九
九
七
年
度
調
査
地
の
北
側
に
隣
接
す
る
地
域
を

一
九
九
八
年
度
に
発
掘
調
査

し
た
と
こ
ろ
、
約

一
〇
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡

の
総
数
は
九
〇
点
近
く
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、　
一
九
九
七
年

度
調
査
出
土
木
簡
の
今
回
未
報
告
分
と
合
わ
せ
て
次
号
で
報
告
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
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（申し
巡
衰
い
露

酢井
五十
戸税
三
×

６
０
じ

一×
金
じ

×
『
　
⇔
∞
ド
　
　
２

（左
側
面
）

（右
側
面
）「於

井
郷
忍
海
マ
得
矢
女
九
月
七
日
」

・
海
壊
海
老

・　
　
　
　
　
海
□

鰻

老

海

名
我
通
下
韓

人
九
　

置

名
為

　

　

□
　
　
　
　
」

「鴨
里
錦
部
鹿
奉
上
大
刀
」

合
８
）・靱
（麒
）×
ｇ
　
畠
卸

』
０
い
×

や
ヽ
×

一
　

０
頓
騨

（
ド
〇
〕
）
×
ヽ
ω
×
い
　
０
∞
Ｐ

μ
盟

×

Ｇ

じ

Ｘ
∞

０
徴

］
う
や
Ｘ
い
０
×
頓
　
０
い
い



⑬
　
．
阿
波
回
□ 〔坤
寧
／
郡
郡
郡

〔名
芭
〔名
ヵ
〕

。
国
国
国
国
国
道
道
道
道

⑭

　

□
曲
マ
里
五
人
」

記
載
さ
れ
た
内
容
や
出
上
し
た
層
位
か
ら
み
る
と
、
七
世
紀
後
半
の
木
簡
が

多
い
。
ま
た
３
亀
三
年

（七
一
七
）
五
月
か
ら
天
平

一
一
年

（七
三
九
）
末
頃
ま

で
施
行
さ
れ
た
郷
里
制
下
の
木
簡
や
、
そ
れ
以
後
の
郷
制
下
の
木
簡
も
含
ま
れ

て
い
る
の
で
、
七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期
か
ら
人
世
紀
代
の
木
簡
群
が
出
上
し
た

こ
と
に
な
る
。
千
支
を
記
す
付
札
木
簡
や
記
録
木
簡
を
含
み
、
内
容
的
に
も
注

目
す
べ
き
も
の
が
多
い
。

い
の
己
丑
年
は
、
持
統
三
年

全
ハ
八
九
）
に
あ
た
る
。
己
丑
年
来
月

（四
月

か
）
二
十
九
日
の
日
付
を
記
す
付
札
。
下
端
部
の
切
り
欠
き
付
近
に
、
墨
痕
ら

1997年出上の木簡

（
］
卜
∞
）
×
∞
∞
×
頓
　
Φ
∞
Ｐ

（
］
］
銀
）
×
∞
］
×
の
　
ｏ
騨
Φ
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し
き
も
の
が
あ
る
が
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
見
て
も
、
墨
痕
と
は
断

定
し
に
く
い
。
い
が
出
土
し
た
層
位
の
下
か
ら
も
、
か
な
り
の
数
の
木
簡
が
出

土
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
年
代
を
遡
ら
せ
う
る
根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

②
は
、
麻
殖
評
か
ら
貢
進
さ
れ
た
雉

（伎
珂
）
の
肉

全
◇

二
升
に
付
け
ら

れ
た
木
簡
。
麻
殖
評
か
ら
の
貢
進
物
付
札
で
、
観
音
寺
遺
跡
が
阿
波
国
府
で
あ

る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
「殖
」
は
異
体
字
。
上
端
部
の
切
り
欠
き
は
、

珍
し
い
形
状
で
あ
る
。

『万
葉
集
』
に

「雉
」
が
歌
わ
れ
て
お
り

（巻
十
十

一
人
六
六
、
巻
十
三
十
三

三
一
〇
な
ど
）、
「キ
ギ
シ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
が

（キ
・
ギ
と
も
に
甲
類
）、
本
木

簡
に
よ
り
、
す
で
に

「キ
ジ
」
と
読
む
事
例
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
麻
殖

郡
忌
部
郷
の
種
野
山
は
、
中
世
、
豊
か
な
山
の
幸
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

①
に
は

「
五
十
戸
税
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
注
目
さ
れ
る
。
二
断
片
に
分
か

れ
て
出
土
し
た
が
、
釈
読
作
業
中
に
接
続
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
「高
志
五

十
戸
税
三
百
十
」
の

「十
」
の
箇
所
で
折
れ
て
い
た
が
、
下
の
部
分
と
接
続
で

き
た
こ
と
に
よ
り
、
税
の
単
位
は

「束
」
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
上

端
都
近
く
の
中
央
部
に
、
刀
子
で
浅
く
狭
っ
た
痕
跡
が
あ
る
。
貫
通
し
た
孔
で

は
な
い
。
左
右
の
側
面
は
割
ら
れ
て
い
る
。

一
段
め
は
、
右
か
ら
左

へ

「波
（
二
十
戸
税
三
百
□
」
「高
志
五
十
戸
税
三

百
十
四
束
」
と
書
く
。
「波
（
五
十
戸
税
三
百
□
」
の
回
は
、
残
画
か
ら
す
る

と

「十
」
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
二
段
め
は
、
「高
志
五
十
戸
税
三
百
十

四
束
」
と
同
じ
行
に
、
や
や
空
白
を
お
い
て
、
「佐
井
五
十
戸
税
三
」
と
書
く
。

そ
の
下
は
折
れ
て
い
る
。
二
段
め
の
右
半
部
は
欠
け
て
い
る
の
で
、
「波
（
五

十
戸
税
三
百
□
」
と
同
じ
行
に
文
字
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
確
認
で
き
な
い
。

二
段
め
の

「佐
井
」
の
左
側
に
、
明
ら
か
に
墨
点
を
確
認
で
き
る
の
で
、
「高

志
五
十
戸
税
三
百
十
四
東
」
と

「佐
井
五
十
戸
税
三
」
と
書
い
た
行
の
左
側
に
、

も
う

一
行
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

「里
」
と
明
記
さ
れ
た
事
例
で
最
も
古
い
の
は
、
藤
原
宮
跡
出
上
の

「
三
野

大
野
評
阿
漏
里
」
で
、
癸
未
年

（天
武
一
二
年
＝
六
仝
二
年
）
の
年
紀
を
も
つ
。

「里
」
の
表
記
が
定
着
す
る
以
前
に
は
、
「
五
十
戸
」
と
記
さ
れ
た
。
木
簡
を

は
じ
め
と
す
る
資
料
類
に
二
十
戸
と
記
さ
れ
た
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
約
二
〇

例
ほ
ど
あ
る
。
働
も
新
た
に
そ
の
事
例
に
加
え
ら
れ
る
。

『和
名
抄
』
に
、
名
方
西
郡
に
埴
土

（波
爾
）
郷

・
高
足

（多
加
之
）
郷
が
み

え
る
。
佐
井
郷
は
み
え
ず
、
そ
の
所
属
郡
は
不
明
で
あ
る
。
『和
名
抄
』
で
は
、

名
方
西
郡
は
埴
土
郷

。
高
足
郷

・
土
師
郷

。
桜
間
郷
の
順
に
、
四
郷
が
記
さ
れ

て
い
る
。
埴
土
郷

・
高
足
郷
の
順
に
注
目
す
れ
ば
、　
一
段
め
は
右
か
ら
左
へ
書

き
継
い
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
木
簡
に
み
え
る
五
十
戸
が
名
方
評
に
所

属
す
る
も
の
だ
け
な
の
か
、
他
の
評
の
五
十
戸
も
記
載
さ
れ
て
い
た
の
か
、
間

題
を
残
す
。

埴
土
郷
は
、
気
延
山
北
麓
の
石
井
町
石
井

・
浦
庄
か
ら
、
気
廷
山
の
南
側
で

鮎
喰
川
右
岸
の
徳
島
市
入
田
町
に
及
が

一
帯
と
さ
れ
る
。
高
足
郷
は
吉
野
川
左

岸
の
上
板
町
高
磯
を
中
心
と
し
た

一
帯
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。



1997年 出上の木簡

先
に

「
二
十
戸
」
と
記
す
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
〇
例
ほ
ど
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
サ
ト

（里
）
と
同
義
の
用
例
で

あ
る
。
唯

一
、
例
外
で
あ
る
の
は
、
飛
鳥
京
跡
第
五

一
次
調
査
で
出
土
し
た

「白
髪
部
五
十
戸
」
「破
十
日
」
と
記
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
簡
と
と
も
に

「大
花
下
」
の
冠
位
を
記
す
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
斉
明
―
天
智
朝
頃

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の

「
二
十
戸
」
の
事
例
よ
り
も
や
や
古
く
、
さ
ら

に
五
十
戸
か
ら
十
個
の
破
を
貢
進
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
て
、
注
目
さ
れ
る
。

①
で
は
、
高
志
五
十
戸
の
税
三
百
十
四
束
と
明
記
し
て
い
る
。
波
（
五
十
戸

の
税
額
は
、
折
損
の
た
め
不
明
だ
が
、
三
百
束
を
越
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

「佐
井
五
十
戸
税
三
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
戸
ご
と
に
課

さ
れ
た

「税
」
を
集
計
し
た
も
の
と
み
な
し
う
る
。

「税
」
は
、
オ
ホ
チ
カ
ラ

。
夕

（日
）
チ
カ
ラ
と
読
ま
れ
、
田
租
の
意
で
あ

る
。
屯
倉
の
田
部
に
課
さ
れ
た
り

（安
閑
紀
二
年
九
月
条
）、
田
税
の
用
例
も
あ

る

（天
智
紀
八
年
是
冬
条
）。
波
容

。
高
志

。
佐
井
な
ど
の
五
十
戸
に
課
さ
れ
た

税
は
、
出
挙
に
関
わ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
や
や
微
額
に
す
ぎ
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
額
は
、
い
ず
れ
も
三
百
十
東
前
後
と

一
律
で
あ
る
の

も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
は
、
杖
状
の
木
製
品
の
四
面
に
墨
書
が
あ
り
、
「飢
」
に
あ
た
る
も
の
か
。

下
端
部
を
削
っ
て
少
し
細
く
し
て
お
り
、
そ
の
部
分
で
折
損
し
て
い
る
。
も
と

も
と
地
面
に
突
き
刺
す
よ
う
な
形
状
だ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

一
応
、
幅
広
の
方
を
表
と
裏
、
幅
の
狭
い
方
を
左
右
側
面
と
し
た
。
表
面
の

下
三
字
と
裏
面
の
文
字
は
や
や
大
き
く
草
書
風
。
左
右
の
両
側
面
と
、
表
面
の

下
三
字
を
除
く
部
分
の
文
字
は
や
や
小
さ
く
、
隷
書
風
の
要
素
の
残
る
書
体
で

あ
る
。
左
側
面
の
文
字
に
、
左
端
部
の
筆
画
が
欠
け
た
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
、

左
右
側
面
に
墨
書
し
た
後
、
表
裏
を
少
し
削
っ
て
書
い
た
も
の
と
判
断
し
た
。

し
た
が
っ
て

『論
語
』
の
学
而
篤
を
記
す
左
側
面
が
、
も
と
も
と
の
表
面
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
は
、
出
土
層
位
か
ら
み
て
、
七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期
の

も
の
で
あ
る
。

左
側
面
に

「子
日
　
学
而
習
時
不
孤
□
子
□
自
朋
遠
方
来
亦
時
楽
子
人
不
【酌
こ

亦
不
岨
」
の
文
言
が
あ
る
。
『論
語
』
学
而
篇

一
の

「子
日
学
而
時
習
之
。
不

亦
説
子
。
有
朋
自
遠
方
来
。
不
亦
楽
子
。
人
不
知
而
不
岨
」
に
よ
っ
て
は
い
る

も
の
の
、
文
章
に
少
し
違
い
が
あ
る
。
釈
読
し
た
右
側
面
や
表
面
の
文
言
は
、

『論
語
』
に
み
え
な
い
。

学
令
の
第
五
条
に
、
大
学
や
国
学
で
教
授
す
べ
き
経
書
と
し
て
、
『周
易
』

以
下
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
兼
習
す
べ
き
も
の
と
し
て

『論
語
』
と

『孝
経
』
が
み
え
て
い
る
。
そ
の
た
め

『論
語
』
を
習
書
し
た
木
簡
や
墨
書
土

器
の
報
告
が
、
藤
原
宮
跡
や
平
城
宮
跡
を
始
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
遺
跡
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
市
の
阪
原
阪
戸
遺
跡
か
ら
も
奈
良
時
代
の

『論
語
』

学
而
篇
十
の
習
書
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
が
、
文
言
に
定
本
と
異
な
な
部
分
が

あ
っ
た

（本
誌
一
六
号
）。

い
は
七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期
の
木
簡
で
あ
る
か
ら
、
『論
語
』
を
習
書
し
た

も
の
と
し
て
は
最
古
の
事
例
と
な
る
。
阿
波
国
府
に
国
学
が
置
か
れ
た
の
は
、



大
宝
令
施
行
に
際
し
て
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
七
世
紀
の
第
Ⅱ
四
半
期
に
阿
波

で

『論
語
』
が
受
容
さ
れ
て
い
た
歴
史
的
背
景
が
大
い
に
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

阿
波
国
造
の
居
館
で
、
「論
語
』
の
教
授

・
学
習
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
の
推

測
も
可
能
で
あ
る
。
阿
波
国
に
は
渡
来
系
氏
族
の
分
布
が
散
見
し
、
ま
た
麻
殖

郡
呉
島
郷
の
地
名
も
み
え
る
。
ま
た
阿
波
国
造
で
あ
っ
た
栗
凡
直
の
一
族
か
ら
、

後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
板
野
郡
の
人
、
外
従
五
位
下
行
明
法
博
士
粟
凡
直
鱒

麻
呂
ら
に
対
し
、
貞
観
四
年

（八
六
一
０
九
月
、
栗
宿
幅
の
姓
が
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
参
考
に
な
る

（『日
本
三
代
実
録
し
。

⑤
は
郷
里
制
下
の
木
簡
。
『和
名
抄
』
に
津
迩
郷
は
み
え
な
い
。
観
音
寺
遺

跡
出
上
の
木
簡
に
み
え
る
地
名
に
つ
い
て
、
『和
名
抄
』
の
郷
名
に
み
え
な
い

事
例
が
散
見
す
る
。
阿
波
国
府
の
所
在
し
た
名
方
郡
や
隣
接
す
る
板
野
郡

・
阿

波
郡
は
、
吉
野
川
の
下
流
域
に
あ
た
り
、
河
道
の
変
遷
が
激
し
か
っ
た
地
域
で

あ
る
。
『和
名
抄
』
に
み
え
な
い
地
名
が
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
起
因

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

０
は
、
代
制
下
の
木
簡
。
小
字
名
が
付
さ
れ
た
各
水
田
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
田
積
と
耕
作
が
可
能
で
あ
っ
た
田
積
を
、
四
行
に
わ
た
っ
て
書
き
上
げ
た

記
録
で
あ
る
。
四
行
日
は
墨
痕
が
薄
く
、
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
い
。
上
端
部

は
刀
子
で
切
り
目
を
入
れ
て
折
り
取
り
、
ま
た
ほ
ぼ
中
央
で
、
人
為
的
に
刀
子

で
縦
に
割
っ
て
い
る
。
丁
寧
な
廃
棄
方
法
が
興
味
深
い
。

０
は
、
表
裏
と
も
に
腐
蝕
が
甚
だ
し
い
。
『和
名
抄
』
に
丹
生
郷
は
み
え
な

い
が
、
阿
南
市
水
井
町

一
帯
に
所
在
す
る
水
井
水
銀
鉱
山
と
の
関
わ
り
が
注
目

さ
れ
る
。
水
井
水
銀
鉱
山
は
、
明
治
期
の
最
盛
期
に
は
全
国
の
水
銀
産
出
量
の

約
六
〇
％
を
占
め
て
い
た
。
同
鉱
山
の
周
辺
で
確
認
さ
れ
た
若
杉
山
遺
跡
は
、

弥
生
時
代
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
初
期
に
、
朱
の
原
石
で
あ
る
辰
砂
を
採
掘
し

砕
石
し
た
遺
跡
で
、
砂
岩
製
の
石
臼
や
石
杵
が
出
土
し
て
い
る

（菅
原
康
夫
氏

『日
本
の
古
代
遺
跡

３７
徳
島
う
。
丹
生
里
は
、
若
杉
山
遺
跡
や
水
井
水
銀
鉱
山

周
辺
の
地
域
を
指
す
可
能
性
が
大
き
い
。
阿
南
市
は
、
古
代
に
は
阿
波
国
那
賀

郡
で
あ
り
、
『先
代
旧
事
本
紀
』
に
長
国
造
が
み
え
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。

①
は

「第
国
マ
」
と
記
す
が
、
弟
国
部
で
あ
る
。
裏
面
上
部
に
、
ご
く
薄
く

二
字
分
ほ
ど
の
墨
痕
が
あ
る
。
上
端
部
は
折
損
し
て
い
る
が
、
左
肩
に
切
り
欠

き
の
一
部
分
が
残
っ
て
い
る
。
弟
国
部
は
、
継
体
天
皇
の
弟
国
宮
を
守
衛
す
る

た
め
に
設
置
さ
れ
た
名
代
。
他
の
事
例
と
し
て
、
飛
騨
国
荒
城
郡
の
弟
国
部
弟

日
が
み
え
る

（持
統
紀
八
年
十
月
条
）。
弟
国
部
が
阿
波
国
に
設
置
さ
れ
た
こ
と

は
、
安
閑
朝
に
お
け
る
春
日
部
屯
倉
の
設
置
や

（安
閑
紀
二
年
五
月
条
）、
六
世

紀
後
半
に
至
り
、
名
方
郡

・
板
野
郡

・
阿
波
郡
を
凡
粟
直
が
国
造
と
し
て
支
配

す
る
に
至
っ
た
こ
と
な
ど
と
深
く
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

①
は
、
上
端
部
を
刀
子
で
圭
頭
状
に
、
ま
た
下
部
は
綱
く
尖
ら
せ
て
い
る
。

二
宇
め

・
三
字
め
の
運
筆
は
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
終
井
郷
は
井
終
郷
の
書
き

誤
り
で
あ
ろ
う
。
『和
名
抄
』
に
、
名
方
東
郡
に
丼
上

（井
乃
倍
）
郷
が
み
え
、

ま
た
河
内
国
志
紀
郡
に
丼
於

（為
乃
倍
・
井
乃
倍
）
郷
の
事
例
が
あ
る
。

廷
喜
二
年

（九
〇
一
し

の

「阿
波
国
板
野
郡
田
上
郷
戸
籍
」
に

「忍
海
」
の

事
例
が
み
え
て
い
る
。
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⑩
は
習
書
。
六
つ
の
断
片
と
な
っ
て
い
る
。
崚
は
ア
ワ
ビ
。
鰻
は
や
や
具
体

字
で
、
寿
を
隻
に
作
る
。
エ
ビ
を
海
老

・
老
海
と
両
様
に
書
く
。

⑪
は
ほ
ぼ
中
央
で
縦
に
半
裁
さ
れ
て
い
る
。

⑫
は
下
部
を
尖
ら
せ
て
い
る
。
『和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
名
方
東
郡
に
賀
茂
郷

が
あ
り
、
ま
た
「阿
波
国
板
野
郡
田
上
郷
戸
籍
」
に
錦
部
が
み
え
て
い
る
。
「錦
」

の
金
偏
は
異
体
字
。
ま
た

「鹿
」
も
、
ヤ
マ
イ
ダ
レ
の
異
体
字
と
な
っ
て
い
る
。

④
は
習
書
木
簡
。
「□
方
」
、
「□
□
方
」
の

「□
」
の
字
の
崩
し
は
、
「名
」

で
は
な
い
が
、
名
方
の
意
で
書
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
阿
波
国
の

「波
」
の
サ
ン

ズ
イ
の
崩
し
も
珍
し
い
。
ま
た
こ
の
木
簡
で
は
、
所
々
に
ご
く
薄
く
墨
痕
が
あ

る
。
も
と
の
木
簡
を
削
り
直
し
て
、
習
書
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

⑭
の
上
端
部
裏
面
は
焼
け
焦
げ
て
い
る
。
肉
眼
で
は
、
「
五
人
」
の
文
字
が

見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
上
部
は
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
確
認
し
た
。
縦

の
筆
画
が
四
本
み
え
る
こ
と
か
ら
、
「曲
」
と
判
断
し
た
。　
一
字
め
は
残
画
か

ら
す
れ
ば
、
「評
」
の
可
能
性
が
大
き
い
。
『和
名
抄
』
に
曲
部
郷
は
み
え
な
い

が
、
阿
南
市
に
大
山
の
地
名
が
あ
り
、
那
賀
郡
に
所
属
し
た
。

勾
部
の
事
例
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
曲
部
も
勾
大
兄
皇
子

（安
閑
天
皇
）
の
名

代
の
可
能
性
が
あ
る
。
曲
部
里
の
地
名
が
曲
部
設
置
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、

①
の
弟
国
部
と
あ
わ
せ
、
六
世
紀
前
半
代
が
阿
波
に
お
け
る
画
期
で
あ
り
、
後

半
に
栗
凡
直
が
国
造
と
な
っ
て
い
く
歴
史
的
背
景
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ω
ｌ
⑭
の
木
簡
に
つ
い
て
、
簡
略
な
注
記
を
加
え
た
が
、
以
下
、
古
代
史
の

立
場
か
ら
、
観
音
寺
遺
跡
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

第

一
点
　
七
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
阿
波
国
府
跡
か
ら
、
日
本
最
古
級
の

も
の
を
含
む
木
簡
群
が
出
土
し
た
。
と
り
わ
け
隷
書
風
の
論
語
木
簡
や
五
十
戸

税
の
木
簡
は
、
史
料
的
価
値
が
高
い
。
木
簡
の
内
容
か
ら
み
る
と
、
出
雲
国
庁

と
意
宇
郡
行
が
隣
接
し
て
い
た
よ
う
に
、
阿
波
国
府
の
国
庁
に
隣
接
し
て
名
方

評
衛
が
所
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
点
　
エハ
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
祭
祀
遺
物
も
多
数
出
土

し
て
お
り
、
栗
国
造
に
よ
る
水
辺
の
祭
祀
に
関
わ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

第
三
点
　
こ
の
地
域
を
支
配
し
た
栗
国
造
の
領
域
内
に
、
七
世
紀
後
半
、
阿

波
国
府
が
置
か
れ
た
。
今
回
出
上
し
た
木
簡
群
か
ら
、
初
期
国
府
段
階
に
お
け

る
地
方
行
政
の

一
端
が
、
初
め
て
具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従

来
、
全
国
の
国
府
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
全
て
人
―

一
〇
世
紀
の
も
の
で
、

七
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
事
例
は
、
観
音
寺
遺
跡
が
最
初
で
あ
る
。
き
わ
め

て
注
目
す
べ
き
遺
跡
で
あ
り
、
出
土
し
た
木
簡
群
は
、
今
後
の
日
本
古
代
史
研

究
に
必
須
の
資
料
と
言
え
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
は
、
繰
り
返
し
肉
限
で
観
察
し
て
墨
痕
を
追
い
、
最
終

的
に
は
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
確
認
し
て
、
文
字
を
確
定
し
た
。
釈
文

は
記
者
発
表
し
た
も
の
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、　
一
九
九
八
年
七
月
二
六
日
、

①
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
行
な
わ
れ
た
本
簡
検
討
会
で
の
成
果
を
踏

ま
え
、
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
い
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
の
平
川
南
氏
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
舘
野
和
己
氏
の
ご
教
示
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。　
　
　
　
　
　
全

―
士
　
藤
川
智
之
、
八
　
和
田
　
率
）


